
Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長

理事

監事

国立研究開発法人水産研究・教育機構（法人番号1020005004051）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

　当該法人の主要事業は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究、さけ類及びま
す類のふ化及び放流並びに水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教
授である。役員報酬水準を検討するに当たっては、国家公務員における研究所の長の号俸の額として
定められているものを参考としている。

　当法人においては、役員の業績を考慮して必要があると認められるときは、常勤役員が受けるべき俸
給の月額を増額し、又は減額することとしているが、令和７年度においては、業績反映による役員報酬
の増減は行わなかった。

　役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、水
産研究・教育機構役員給与規程に則り、俸給（理事長：852,000円、理事：823,000円、
794,000円、736,000円、監事：667,000円）に地域手当及び通勤手当を加算して算出してい
る。期末特別手当についても、役員給与規程に則り基礎額（俸給＋地域手当＋俸給×100分
の25＋（俸給＋地域手当）×100分の20）に6月に支給する場合においては100分の167.5、12
月に支給する場合においては100分の172.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　なお、令和７年度では、一般職給与法が適用される国家公務員のうち指定職にかかる給与
改定に準じて４月１日から、①俸給月額の引き上げ（改定率2.8％）、②期末特別手当支給率
の引上げ（年間0.05か月分）、③自動車等使用者（使用距離10km以上）に対する通勤手当に
ついて、使用距離の区分に応じて200円から7,100円までの幅で引上げを実施した。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,850 10,224 4,722
1,635

269
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

15,681 9,528 4,400
1,525

228
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

16,414 9,876 4,627
1,683

228
（地域手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

14,479 8,832 4,079
1,413

155
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

14,808 8,832 4,079
1,413

484
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,431 8,832 4,079
1,413

107
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

16,086 9,528 4,297
1,220

984
57

（地域手当）
（単身赴任手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,163 8,004 3,696
1,281

182
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,269 8,004 3,696
1,281

288
（地域手当）
（通勤手当）

注1：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注2：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が高い地域に在勤する役員に支給
　　　 しているものである。

F理事

D理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

E理事

B監事

A監事



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

理事長

理事

監事

注：

【主務大臣の検証結果】

　理事長は、法人の目的とする水産に関する研究開発業務を統括し、関係する国際
機関や国内外の関係機関との連携を図るなど、強いリーダーシップを発揮し、法人の
業務を的確に遂行している。また、これまで当法人の研究推進部長、研究所長など
歴任した経験を活かし、当法人の常勤職員総数1,107人（令和7年度末）を擁する機
関の組織運営を管理するなど高いマネジメント能力を有している。
　なお、当法人の長の報酬は、各法人において公表している「独立行政法人の役職
員の報酬・給与等について（令和６年度）」のうち「役員の報酬等の支給状況」を基
に、研究開発業務を行う同規模の他法人の長の年間報酬額を算出した（令和６年度
における平均報酬額の21,129千円：注）ところ、これより下回っている状況であるた
め、当法人の理事長の報酬水準は妥当であると考える。

　理事は、長年培った専門分野での知識及び経験を活かして理事長を補佐し、法人
の業務を掌理している。
　なお、当法人の理事の報酬は、各法人において公表している「独立行政法人の役
職員の報酬・給与等について（令和６年度）」のうち「役員の報酬等の支給状況」を基
に、研究開発業務を行う同規模の他法人の理事の年間報酬額を算出した（令和６年
度における平均報酬額の16,666千円：注）ところ、これより下回っている状況であるた
め、当法人の理事の報酬水準は妥当であると考える。

　監事は、長年培った専門分野での知識及び経験を活かし、当機構の健全な業務運
営を確保し統治体制の確立に資している。
　なお、当法人の監事の報酬は、各法人において公表している「独立行政法人の役
職員の報酬・給与等について（令和６年度）」のうち「役員の報酬等の支給状況」を基
に、研究開発業務を行う同規模の他法人の監事の年間報酬額を算出した（令和６年
度における平均報酬額の14,674千円：注）ところ、これより下回っている状況であるた
め、当法人の監事の報酬水準は妥当であると考える。

他の国立研究開発法人の令和６年度における平均報酬額は、常勤職員数が1,000人
以上の国立研究開発法人の令和６年度分の公表値（通勤手当を除く。）を基に算定。

　当該法人の役員の報酬は、各法人において公表している「独立行政法人の役職員
の報酬・給与等について（令和６年度）」を基に、同等規模である他の国立研究開発
法人の役員の年間報酬額と比較しても低い水準となっている。
　また、主務大臣による令和６年度の業務実績等の総合評価が「Ｂ」評価以上であっ
たこと、更に水産関係の専門家として試験研究機関を統括し、的確に業務を遂行して
いることから、妥当な報酬水準であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　該当者なし監事

理事

監事

法人での在職期間

判断理由

　該当者なし

理事長

理事

　主務大臣による業務実積等の総合評価、及び役員の業績等を考慮して、俸給の月額支給額を増額
し、又は減額できる仕組みとしている。ただし、具体的な算定方法については規定がない。
　なお、今後においても現在の業績給の仕組みを継続する予定である。

理事長

　該当者なし



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　当該法人職員の給与水準を検討するにあたっては、国家公務員の給与を参考としている。
　令和７年国家公務員給与等実態調査報告書（令和６年度実態）において、国家公務員のうち行
政職俸給表(一)の平均給与月額は４１４,４８０円となっており、当該法人の事務系職員の平均給
与月額は令和６年度で４１２,８２７円、令和７年度４１７,５５３円となっている。
　なお、令和７年度の平均給与月額が国家公務員を超えているのは、令和７年の人事院勧告に
準じて給与のベースアップを行ったことによるものである。
　さらに中長期計画及び年度計画における総人件費、職員の人事に関する計画に基づき、人員
の適正な配置及び合理化を行い、中長期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管理を
行っている。

　俸給・昇給については、勤務成績が適切に反映されるよう職員を初任層と中間層及び管理職層
に区分し、さらにそれぞれの職員層ごとに5段階（A～E）の昇給区分に応じた昇給号俸数を設定
し、毎年１月１日に前年１年間の勤務成績を判定し昇給させる。
　さらに、研究開発職員俸給表の適用職員にあっては、顕著な研究業績を上げたと認められる場
合等には特別な昇給を実施することが出来る。
　賞与（勤勉手当（査定分））については、職員の勤務成績に応じ、6月に支給する場合において
は200/100（特定管理職員にあっては、240/100）、12月に支給する場合においては202.5/100
（特定管理職員にあっては、242.5/100）を超えない範囲内において成績率を決定し、俸給等の
月額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支給する。

　水産研究・教育機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（扶養手当、地域手当、俸給の特
別調整額、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手
当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当）としている。
　期末手当については、期末手当基礎額（俸給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当＋役職
段階別加算＋管理職加算）に６月期に支給する場合においては100分の125（特定管理職にあっ
ては100分の105）、１２月期に支給する場合においては100分の127.5(特定管理職にあっては100
分の107.5）を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給＋地域手当＋広域異動手当＋役職段階別加算
＋管理職加算）に勤勉手当の成績率決定要綱に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額
としている。



　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

　令和７年度では、一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえ、当該改定に準
じて４月１日から、①俸給月額の引上げ（平均改定率3.3％）、②扶養手当のうち配偶者を対象とし
た支給額の引下げ（6,500円→3,000円）、子を対象とした支給額の引上げ（10,000円→11,500
円）、③期末手当の支給率の引上げ（年間0.025月分）、④勤勉手当の支給率の引上げ（年間
0.025月分）、⑤自動車等使用者（使用距離10km以上）に対する通勤手当について、使用距離の
区分に応じて200円から7,100円までの幅で引上げを実施した。
　また、地域手当のうち、清水庁舎（静岡県）、宮津庁舎（京都府）、札幌庁舎（北海道）、廿日市
庁舎（広島県）、百島庁舎（広島県）、日光庁舎（栃木県）、館山臨海施設（千葉県）、南伊豆庁舎
（静岡県）、南勢庁舎（三重県）及び玉城庁舎（三重県）に勤務する職員の支給額については支
給割合の引上げを、屋島庁舎（香川県）、神栖庁舎（茨城県）、新潟庁舎（新潟県）及び長崎庁舎
（長崎県）に勤務する職員の支給額については支給割合の引下げをそれぞれ実施した。改定内
容の詳細については以下のとおり。
・清水庁舎（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の６％に相当する額→８％
に相当する額、ただし、令和７年度中は経過措置として７％に相当する額）
・宮津庁舎（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の０％に相当する額→８％
に相当する額、ただし、令和７年度中は経過措置として４％に相当する額）
・札幌庁舎及び廿日市庁舎（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の３％に相
当する額→４％に相当する額、ただし、令和７年度中は経過措置として３％に相当する額）
・百島庁舎、日光庁舎及び館山臨海施設（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合
計額の０％に相当する額→４％に相当する額、ただし、令和７年度中は経過措置として２％に相
当する額）
・南伊豆庁舎、南勢庁舎及び玉城庁舎（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計
額の０％に相当する額→４％に相当する額、ただし、令和７年度中は経過措置として０％に相当
する額）
・屋島庁舎及び神栖庁舎（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の６％に相当
する額→４％に相当する額、ただし、令和７年度中は経過措置として５％に相当する額）
・新潟庁舎及び長崎庁舎（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の３％に相当
する額→０％に相当する額、ただし、令和７年度中は経過措置として２％に相当する額）



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

892 45.4 8,190 5,987 112 2,203
人 歳 千円 千円 千円 千円

269 43.3 7,031 5,136 126 1,895
人 歳 千円 千円 千円 千円

423 47.9 9,184 6,756 141 2,428
人 歳 千円 千円 千円 千円

58 42.4 7,962 5,747 12 2,215
人 歳 千円 千円 千円 千円

83 38.8 6,676 4,854 2 1,822
人 歳 千円 千円 千円 千円

59 50.0 8,698 6,187 94 2,511
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 57.2 8,386 6,813 0 1,573

人 歳 千円 千円 千円 千円

15 39.6 6,832 5,278 162 1,554
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 63.8 8,092 6,212 303 1,880
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 33.5 6,517 5,045 127 1,472

人 歳 千円 千円 千円 千円

31 63.5 4,625 3,866 134 759
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 63.4 4,658 3,895 169 763
人 歳 千円 千円 千円 千円

18 63.6 4,601 3,845 109 756

人 歳 千円 千円 千円 千円

111 51.7 4,000 4,000 107 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

73 52.9 3,424 3,424 95 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

38 49.5 5,108 5,108 129 0

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注2：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注3：該当がない区分中の職種（医療職種（病院医師・病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員）、

再雇用職員（船舶（一）職種、船舶（二）職種））は省略した。
注4：代表的職種以外の職種の説明

船舶職員（一）：国の海事職（一）に相当する職種であり、調査船及び練習船に乗り組む士官で、調
　査船運航業務、乗船学生の教育業務及び乗船調査員の調査補助業務等を行う。

船舶職員（二）：国の海事職（二）に相当する職種であり、調査船及び練習船に乗り組む部員で、調
　査船運航業務及び乗船調査員の調査補助業務等を行う。

注5：教育職種（校長）、医療職種（大学校看護師）については、該当者が2人以下のため、当該個人に関する
情報が特定されるおそれがあることから、区分以外は記載していない。

非常勤職員

研究職種

事務・技術

事務・技術

研究職種

再雇用職員

医療職種
（大学校看護師）

在外職員

任期付職員

事務・技術

研究職種

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

教育職種（校長）

事務・技術

研究職種

うち所定内

教育職種

総額
人員

船舶職員（二）

船舶職員（一）

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：1,157人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：　　944人

令和７年度の年間給与額（平均）



③

注1：②の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注2：年齢20ー23歳の区分には当法人に該当者はいない。

注：年齢20－23歳の区分には当法人に該当者はいない。

  年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）
　　〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

3 56.5 11,070

10 55.1 10,118

19 53.2 8,968

15 46.2 7,146

20 36.1 6,060

7 27.9 5,017

1 － －

20 56.0 9,762

37 55.1 7,977

38 47.5 7,158

47 37.9 5,703

52 29.1 4,767

　注1：本部部長の該当者は４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

　　　ことから、年間給与額は平均のみ記載している。

　注2：地方部長の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

　　　ことから、平均年齢及び年間給与額については記載していない。

　　　

（研究職員）

平均
人 歳 千円

5 58.3 12,378

17 52.6 10,417

8 59.0 10,173

1 － －

55 55.3 12,071

74 53.1 9,789

195 47.9 8,693

68 32.7 6,084

　注：本部研究員の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

　　　ことから、平均年齢及び年間給与額については記載していない。

地方主任研究員 13,494  ～  6,059

地方研究員 7,490  ～  5,203

本部研究員    － 

地方研究部長 14,622  ～  8,653

地方研究課長 12,046  ～  8,558

本部研究部長   13,306  ～ 11,192  

本部研究課長 13,222  ～  8,071

本部主任研究員 13,494  ～  6,896

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

   最高 ～最低
千円

地方係長 8,828 ～ 5,925

地方主任 7,114 ～ 4,398

地方係員 5,627 ～ 4,007

地方部長 －

地方課長 11,643 ～ 8,463

地方課長補佐 10,294 ～ 5,029

本部係長 8,534 ～ 5,820

本部主任 7,099 ～ 5,335

本部係員 5,402 ～ 4,671

千円

本部部長    －

本部課長 10,855 ～ 9,225

本部課長補佐 12,014 ～ 6,555

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

   最高 ～最低



⑤

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

48.2 47.5 47.8

％ ％ ％

51.8 52.5 52.2

％ ％ ％

         最高～最低 56.9 ～ 44.9 56.8 ～ 45.0 55.4 ～ 45.0

％ ％ ％

54.3 54.1 54.2

％ ％ ％

45.7 45.9 45.8

％ ％ ％

         最高～最低 56.9 ～ 0 53.8 ～ 0 55.3 ～ 0

　注：一般職員には任期付職員が含まれており、査定支給分（勤勉手当）は制度上支給しないため

　　　最低率は「０」となっている。

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

47.5 47.0 47.2

％ ％ ％

52.5 53.0 52.8

％ ％ ％

         最高～最低 53.7 ～ 43.4 54.6 ～ 44.7 54.2 ～ 44.1

％ ％ ％

56.2 54.2 55.1

％ ％ ％

43.8 45.8 44.9

％ ％ ％

         最高～最低 53.7 ～ 0 54.6 ～ 0 54.2 ～ 0

　注：一般職員には任期付職員が含まれており、査定支給分（勤勉手当）は制度上支給しないため

　　　最低率は「０」となっている。

区分

管理
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

一般
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

管理
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

一般
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

区分



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案 97.0
・年齢・地域勘案 103.4
・年齢・学歴勘案 98.8
・年齢・地域・学歴勘案 104.1

注：令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改正

　　されたところ、各指数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域手当

　　の支給割合による推計値を用いており、地域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案）に

　　用いる国家公務員の地域手当の級地区分も同様に経過措置終了後のものによっている。

（法人の検証結果）
　当法人は、国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、受託収
入等で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高くなっている。
　なお、当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一般
職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水準は国家公務
員と同水準であり、妥当性を確保している。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員に準拠した給与規程に基づき支給しており、給与水準も国家公務員
より低い水準であることから、法人の給与は妥当な水準であると考える。
　なお、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案の指数が100.0を超えているの
は、勤務地が全国広範囲に所在するため、人事異動による広域異動手当等を受給
する職員の割合が高いためである。

講ずる措置 引き続き、国家公務員に準拠した給与規程に基づき支給するものとする。

項目 内容

　対国家公務員指数の
　状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一般職の職
員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水準は国家公務員と同水
準である。
　なお、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案で100.0を超えている要因として
は、人事異動による広域異動手当（受給率21.1％、国の受給率（令和７年国家公務
員給与等実態調査報告書より算出、以下同じ）13.2％）及び単身赴任手当（受給率
11.0％、国6.7％）を受給している職員が多いこと、また、特地勤務手当（受給率
3.8％、国0.7％）、寒冷地手当（受給率27.4％、国10.8％）の支給対象地域に勤務
する職員が多いことであると推察される。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 90.4％】
（国からの財政支出額23,578,197千円、支出予算の総額26,070,784千円：令和７年
度予算）
【累積欠損額  ０円（令和６年度決算）】
【管理職の割合　12.6％（常勤職員数269名中34名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　54.3％（常勤職員数269名中146名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　32.0%】
（支出総額　28,603,729千円、給与・報酬等支給総額 9,164,024千円：令和６年度
決算）



研究職員

・年齢勘案 93.6
・年齢・地域勘案 103.4
・年齢・学歴勘案 93.4
・年齢・地域・学歴勘案 102.2

注：令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改正

　　されたところ、各指数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域手当

　　の支給割合による推計値を用いており、地域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案）に

　　用いる国家公務員の地域手当の級地区分も同様に経過措置終了後のものによっている。

講ずる措置 引き続き、国家公務員に準拠した給与規程に基づき支給するものとする。

　対国家公務員指数の
　状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一般職の職
員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水準は国家公務員と同水
準である。
　なお、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案で100.0を超えている要因として
は、人事異動による広域異動手当（受給率6.0％、国の受給率（令和７年国家公務
員給与等実態調査報告書より算出、以下同じ）0.4％）及び単身赴任手当（受給率
8.5％、国3.9％）を受給している職員が多いこと、また、特地勤務手当（受給率
5.6％、国0％）、寒冷地手当（受給率10.8％、国0.1％）の支給対象地域に勤務す
る職員が多いことであると推察される。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 90.4％】
（国からの財政支出額23,578,197千円、支出予算の総額26,070,784千円：令和７年
度予算）
【累積欠損額  ０円（令和６年度決算）】
【管理職の割合　14.2％（常勤職員数423名中60名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　100％（常勤職員数423名中423名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　32.0%】
（支出総額　28,603,729千円、給与・報酬等支給総額 9,164,024千円：令和６年度
決算）
（法人の検証結果）
　当法人は、国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、受託収
入等で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高くなっている。
　なお、当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一般
職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水準は国家公務
員と同水準であり、妥当性を確保している。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員に準拠した給与規程に基づき支給しており、給与水準も国家公務員
より低い水準であることから、法人の給与は妥当な水準であると考える。
　なお、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案の指数が100.0を超えているの
は、勤務地が全国広範囲に所在するため、人事異動による広域異動手当等を受給
する職員の割合が高いためである。

項目 内容



４　モデル給与

　（扶養親族がいない場合）

　○　２２歳（大卒初任給）

　　　　月額 232,000 円　年間給与 3,849,000 円

　○　３５歳（本部係長）

　　　　月額 351,400 円　年間給与 5,910,000 円

　○　５０歳（本部課長）

　　　　月額 571,300 円　年間給与 9,314,000 円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円、子１人につき11,500円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　職員の勤務成績に応じ、勤勉手当の成績率を決定。

　勤務成績により昇給区分を決定し、区分に応じて昇給させる。

　さらに、研究開発職員俸給表の適用職員にあっては、顕著な研究業績を

　上げたと認められる場合等には特別な昇給を実施することが出来る。

　なお、今後においても現在の業績給の仕組みを継続する予定である。



Ⅲ　総人件費について

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：千円未満切り捨ての関係から、最広義人件費の額と各区分の合計額が一致しない場合がある。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

①　当年度（令和７年度）の「給与､報酬等支給総額」は、前年度に対して3.8％の増となった。これは、
国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律に準拠し、改定を行ったことが要因である。「最広義
人件費」については、定年年齢の段階的引き上げに伴い「退職手当支給額」が減ったものの、上記の要
因により「給与、報酬等支給総額」、「非常勤役職員」、「福利厚生費」が増えたため、結果として、前年
度に対して2.8％の増となった。
②　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、役員に
あっては平成30年1月から、職員にあっては平成30年3月から以下の措置を講ずることとした。
・役員に関する講じた措置の概要：在任期間に応じて計算される支給額に乗じる調整率について、100
分の87から100分の83.7へ引き下げる。
・職員に関する講じた措置の概要：退職理由及び勤続期間に応じて計算される支給額に乗ずる調整率
について、100分の87から100分の83.7へ引き下げる。
　なお、労使交渉を経たのちに改正を行ったことから、職員に係る措置の開始時期は、国家公務員に係
る措置時期（平成30年1月1日）と異なる取扱いとした。
　平成30年1月から2月までの間において、退職手当の支給を伴う職員の退職はなかった。

　事務・技術職員及び研究職員の定年年齢は、令和５年４月１日より定年年齢を６０歳から６５歳まで段
階的に引き上げを行うこととした。定年年齢の段階的引上げに伴い、事務・技術職員及び研究職員に
ついては、６０歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職に降任する制度を設けているほか、職員
の基本給について６１歳に達する年度から７割水準とすることとした。

特になし

最広義人件費
12,469,846 12,160,660 12,326,782 12,800,016 13,162,241

福利厚生費
1,620,837 1,606,349 1,673,113 1,696,105 1,822,386

非常勤役職員等給与
1,245,795 1,238,248 1,344,467 1,406,729 1,517,295

退職手当支給額
753,940 589,122 429,646 533,157 307,638

給与、報酬等支給総額
8,849,273 8,726,941 8,879,555 9,164,024 9,514,922

区　　分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和７年度


